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介護キャリア段位制度に
おける外部評価と

外部評価審査員の役割

第1章





（1）外部評価の意義
○ 介護キャリア段位制度は、一定の実務経験を有した者が評価者（アセッサー）となり、介護事

業所・施設内の介護職員の「できる（実践的スキル）」を評価（内部評価）する制度です。この
ため、こうした内部評価の適正性を確保する観点から、①できる・できない（○・×）により評
価できる客観的な評価基準を用いる、②評価者を一定の実務経験等を有する者に限定する、③評
価者には評価者（アセッサー）講習（テキストの読み込み⇒eラーニング講習⇒トライアル評価
の実施⇒集合講習）の修了を義務付ける等の措置を講じているところです。

○ 介護キャリア段位制度では、評価の適正性を確実に担保するため、上記に加えて、定期的に、
外部評価機関の外部評価審査員が介護事業所・施設における内部評価を評価（外部評価）しま
す。その外部評価結果をレベル認定委員会で審査し、内部評価が不適正と判断された場合はレベ
ル認定を取り消す等の措置を講じることとしています。

外部評価機関において、実際に、評価者（アセッサー）による内部評価結果を審査するのが、
外部評価審査員の職務となります。

1．外部評価について
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（2）外部評価の方法
○ 外部評価は、実施機関（シルバーサービス振興会）と契約を締結した外部評価機関（第1節

（3）（9ページ）で詳述）の外部評価審査員（第2節（10ページ）で詳述）が、介護事業所・施設
における内部評価結果を評価することによって実施します。具体的には、レベル認定に当たって
提出された各種帳票、介護事業所・施設内の記録、ヒアリング結果、現認結果等に基づき、外部
評価審査員が被評価者の介護等の業務内容を再評価することによって、外部評価を行います。

○ 介護キャリア段位制度に取り組んでいる介護事業所・施設は、原則年1回の外部評価を受ける
ことが必要です。1介護事業所・施設ごとに、評価者（アセッサー）1名が行った被評価者1名の
内部評価結果について外部評価を行うこととします。なお、外部評価の対象となる評価者（アセ
ッサー）及び被評価者は、実施機関がランダムに選定します。

○ 外部評価機関は、外部評価審査員による評価内容を確認した上で、実施機関に対して外部評価
結果を報告します。実施機関は、外部評価結果をレベル認定委員会に付議し、レベル認定委員会
において外部評価結果を審査し、レベル認定についての判断を行います（第3節（12ページ）で
詳述）。

内部評価・外部評価（評価者（アセッサー）・外部評価審査員）の概念図
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（３）外部評価機関の要件等
○ 外部評価機関は、実施機関（シルバーサービス振興会）が、以下の要件を満たす者のうちから

選定します。
①　法人であること。
②　外部評価審査員又は外部評価審査員となる見込みがある者がいること。
③　役員等の構成が外部評価の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
④　自らが外部評価を行う介護事業所・施設と同一の法人において、介護サービスを自ら提

供していないこと。

○ なお、実施機関（シルバーサービス振興会）が自ら外部評価機関となり、外部評価審査員を通
じて外部評価を行うことも可能です。
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（1）外部評価審査員の要件等
外部評価を担う外部評価審査員となるためには、以下の①～③の全てを満たすことが必要で

す。なお、外部評価審査員を更新制とするかどうかは、今後検討することとしています。

①属性要件
以下のアからカまでの要件のいずれかを満たすこと。
ア　介護キャリア段位制度レベル4以上の者
イ　介護福祉士として3年以上実務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士実習指導者講習会

を修了した者（介護福祉士養成実習施設実習指導者Ⅱの要件を満たす者）
ウ　実技試験に係る介護福祉士試験委員の要件に該当している者。具体的には、以下のいずれか

に該当する者
（ⅰ）介護福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第39条第１号から第3号までに規定

する学校又は養成施設）において介護の領域の科目を5年以上教授又は指導した経験を有
する者

（ⅱ）介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後10年以上実務に従事した経験
等を有する者

エ　介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上実務に従事した経験等
を有し、介護技術講習指導者養成講習を修了した者（介護技術講習指導者の要件を満たす
者）

オ　サービス提供責任者、主任等（チームやユニットを管理・運営し、部下に対して指導・助言
を行う役職に就いている者）又は介護部門のリーダー（課長（係長）、フロアリーダー等）

カ　介護福祉士、保健師、助産師又は看護師であって、5年以上介護サービスに関する評価又は
調査の実務（福祉サービス第三者評価や介護サービス情報公表制度の調査員等）に従事した
経験を有する者

②評価者（アセッサー）講習を受講して、優秀な成績で合格すること。

③外部評価審査員講習を修了すること。
※ 外部評価審査員講習は、テキストの読み込み⇒eラーニング講習⇒トライアル外部評価の実

施⇒集合講習の順で行われます。集合講習時には確認テストを実施するとともに、一定の基準
に達した場合に、講習を修了したことになり、修了証が交付されます。

（２）外部評価審査員の役割
○ 介護キャリア段位制度は、評価者（アセッサー）による内部評価と外部評価審査員による外部

評価の二本柱で成り立っている制度です。つまり、外部評価審査員が実施する外部評価が最終的
なレベル認定を決定することとなっており、外部評価審査員は大きな責任を有しています。その
責任の重さを十分理解した上で、職務に当たることが必要です。

2．外部評価審査員について
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○ 外部評価に当たっては、帳票等を形式的に審査するのではなく、実質的な評価内容に沿って、
審査を行うことが必要です。

例えば、形式的には整っているものの、実質的には適切に内部評価が行われていない場合は、
内部評価が適切に行われなかったものと判断しなければなりません。逆に、帳票等に形式的な不
備があった場合は、介護事業所・施設に指摘を行い、不足する情報を提供させて、実質的に内部
評価が適切に行われたのかどうかを審査することが必要です。

○ 外部評価における内部評価結果の審査に当たっては、「記録確認・ヒアリング・現認の結果等
から、内部評価結果が妥当であることが確認できるかどうか」という観点に立って、審査を行い
ます。したがって、仮に、より良い介護行為があるなど、より改善すべきことがある場合であっ
ても、記録確認・ヒアリング・現認の結果等を通じて、内部評価結果が妥当であるとの説明が可
能であれば、内部評価結果は妥当であったものとして評価します（内部評価結果が妥当であると
の説明が可能である場合に、より改善すべき点があるという理由で内部評価結果を不適切である
と判定することはできません。）。

○ あわせて、内部評価結果が適正であった場合も含めて、より適正に内部評価を実施するため
に、改善を要する部分がある場合は改善点を指摘することが必要です。

○ 外部評価結果によって当該介護事業所・施設に属する被評価者のレベル認定の適正性が判断さ
れることから、外部評価審査員に対しては、介護事業所・施設からの不当な働きかけなど、不測
の事態が生じることも考えられます。

外部評価審査員におかれては、外部評価を行う者としての倫理観をしっかりと持って、こうし
た不測の事態が生じた場合には、実施機関（シルバーサービス振興会）への通報を行っていただ
くようお願いします。

※ 外部評価は「監査」ではありません。また、内部評価を取り消すことそれ自体は目
的でもありません。内部評価が誤り・虚偽ではないか、適切に内部評価されているか
を第三者として再評価し、内部評価に関することにつき指導することが外部評価審査
員の役割です。

例えば、外部評価を行うことで、内部評価結果を確認するための記録が一部足りな
いということが判明した場合、それだけで内部評価が不適切となるわけではありませ
ん。「記録が不足している(第三者には再評価できない)」ということを外部評価審査員
が指摘することで、評価者（アセッサー）及び被評価者に「気づき」(「今後は記録を
残そう」、「記録を残す体制を作ろう」）を促すことができます。外部評価をきっか
けとして、評価者（アセッサー）や被評価者、さらには介護事業所・施設が記録の重
要性を理解し、介護事業所・施設の記録方法等を改善すれば、外部評価を実施した意
義があることになります。
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（1）外部評価結果とレベル認定の関係
レベル認定委員会における外部評価結果の審査の結果に応じて、以下のような取扱いとなりま

す。

①内部評価が適正に実施されていると判断される場合
外部評価開始日（「実施機関から外部評価機関に対して、外部評価対象者が伝達された日」をい

います。）の前日までに当該介護事業所・施設で行われた申請に基づく全てのレベル認定が適正で
あったと判断されます。この場合、同一介護事業所・施設で、複数の評価者（アセッサー）・被評
価者が存在していても、その全てのレベル認定が適正であったと判断されます。

なお、外部評価開始日の前日までにレベル認定申請された場合であって、レベル認定委員会にお
ける外部評価結果の審査結果の確定前までにレベル認定が行われていないときは、内部評価結果及
び外部評価結果に沿って、レベル認定の是非が判断されます。

3．外部評価結果とレベル認定

※ 当該介護事業所・施設における外部評価が2回目以降である場合は、前回の外部評価
開始日から今回の外部評価開始日の前日までの期間（以下「新規外部評価対象期間」と
いいます。）に行われた申請に基づく全てのレベル認定が適正だったと判断されます。
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②内部評価が適正に実施されていないと判断される場合
レベル認定委員会は、外部評価開始日の前日までに当該介護事業所・施設で行われた申請に

係る全ての内部評価結果を不適正だったと判断することができ、これらの内部評価結果に基づ
く全てのレベル認定を取り消すことができます。この場合、同一介護事業所・施設で、複数の
評価者（アセッサー）・被評価者が存在していても、その全ての内部評価結果を不適正であっ
たと判断することができます。

なお、外部評価開始日の前日までにレベル認定申請された場合であって、レベル認定委員会
における外部評価結果の審査結果の確定前までにレベル認定が行われていないときは、レベル
認定委員会は、外部評価結果に沿って、レベル認定を行わないことができます。

※ 対象となる介護事業所・施設における外部評価が2回目以降である場合は、新規外部
評価対象期間に当該介護事業所・施設で行われた申請に係る全ての内部評価結果を不
適正だったと判断することができ、これらの内部評価結果に基づく全てのレベル認定
を取り消すことができます。
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③外部評価結果を受けて、レベル認定委員会が条件付適正・保留等と判断する場合
レベル認定委員会は、外部評価の対象となった内部評価の結果について、適正又は不適正の判断

のほか、「条件付適正」「保留」の判断を行います。それぞれの定義・レベル認定の取扱いは、下
表のとおりです。

（2）介護事業所・施設における外部評価の流れ
（1）を踏まえ、特定の介護事業所・施設における外部評価の流れ（イメージ）を以下に示し

ます。

【介護事業所・施設Ａにおける外部評価の流れ（イメージ）】

今後、一定の事項について改
善を図ることを条件として、
内部評価結果を適正と判断
すること。

判断を保留した上で、一定の
事項について改善が図られ
た場合に、内部評価結果を
適正と判断すること。

一定の事項について改善を図ることを条件として、
過去１年間に当該介護事業所・施設で行われた申請
に基づく全てのレベル認定が適正と判断される。
　※　事後に改善が図られていないことが判明し
た場合は、レベル認定委員会は、是正勧告やレ
ベル認定の取消等の措置を講じることが可
能。

一定の事項について改善が図られた旨の報告が
あった場合は、「適正」と同様の取扱い。一定期間
経過後も、改善の報告が無い場合は、「不適正」と
同様の取扱い。

レベル認定の取扱い定義

条件付適正

保留

14
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1．外部評価の標準的なフロー
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第2章

（1）外部評価の体制
○ 帳票等の読み込み（STEP1－3において実施）、訪問調査（STEP2）及び外部評価結果報告書

等の作成（STEP3－1）等の審査業務は、外部評価機関の外部評価審査員（1名以上）が行わな
ければなりません。

○　審査業務以外の事務については、外部評価審査員以外の職員が行うことも可能です。
○ 外部評価機関に複数の外部評価審査員がいる場合でも、原則として、1件の審査業務は同一の

外部評価審査員が一貫して行うこととします。

（２）外部評価審査員が作成・提出する書類
外部評価審査員は、外部評価記録票（様式1）、外部評価結果報告書（様式2）及び「訪問調査

補足記録票」（様式E）の3種類の書類を作成し、実施機関に提出することが必要です。
外部評価記録票（様式1）とは、事前準備（STEP1）及び訪問調査（STEP2）の結果を記録す

る書類です。一方、外部評価結果報告書（様式2）は、外部評価記録票（様式1）の記載に従っ
て、外部評価結果をとりまとめるための書類です（STEP3で作成）。また、「訪問調査補足記録
票」（様式Ｅ）は、訪問調査において外部評価記録票（様式１）の記載事項以外で気が付いたこ
とを記録する書類です。

外部評価審査員が作成する書類の詳細については、以下のとおりです。

【外部評価審査員が作成・提出する書類】
①外部評価記録票（様式1）【EXCELファイル】

以下の2つのシートで構成
（ⅰ）項目評価シート（68ページ参照）
（ⅱ）体制評価シート（69ページ参照）

②外部評価結果報告書（様式2）
以下の2つのシートで構成
（ⅰ）総括シート（70ページ参照）
（ⅱ）項目評価シート（71ページ参照）

③訪問調査補足記録票（様式E）【EXCELファイル】（76ページ参照）

※　①～③のほか、必要に応じて、外部評価結果を補足する資料を実施機関に提出します。
※ ①～③の様式については、欄の削除等は行ってはいけませんが、記載内容の量に応じて、欄

の大きさを拡大することは可能です。

2．外部評価の体制・作成書類

18



外部評価は、介護事業所・施設における内部評価結果の適正性を確認することが目的です。評価
対象として選定された評価者（アセッサー）による被評価者の評価内容が適正であることを確認す
るために、レベル認定に当たって提出された「期末評価票（評価者評価用）」や評価の根拠となっ
た記録等に基づき、外部評価審査員が被評価者の介護等の業務内容を再評価します。

原則として、以下の考え方で実施します。

※ 仮に、より良い介護行為があるなど、より改善すべきことがある場合であっても、記録確
認・ヒアリング・現認の結果等を通じて、内部評価の結果が妥当であるとの説明が可能であれ
ば、内部評価結果は妥当であったものとして評価します。

3．外部評価手順の基本的考え方

外部評価の原則
前提：すべてのチェック項目について内部評価結果の妥当性を確認する

⇒　「Ａ」「Ｂ」等という内部評価に対して、
第三者の視点から「Ａ」「Ｂ」等と判断できることを確認する

基本確認事項
（詳細は、第3章外部評価の際の主なチェックポイント（35～60ページ）で説明）：

①　評価対象となる業務（介護行為等）の実施日や評価の実施日に、被評価者や評価
者が実際に勤務しているか。

②　評価対象となる業務（介護行為等）が実際に実施されているか。
③　評価対象となる業務（介護行為等）が不適切な内容になっていないか。

事前準備では：
①　「期末評価票（評価者評価用）」に記入された根拠や関連する帳票類から、評価の根拠を

確認し、記載不足等の理由により評価の根拠が客観的に確認できない項目を抽出する。
②　上記については、可能な範囲で介護事業所・施設から補足説明を求め、訪問調査で確認

すべき内容を絞り込む。
③　現認により確認した方が良いと考えられる評価項目を選定の上、介護事業所・施設に連

絡し、訪問調査当日に現認可能な利用者・現認項目の調整を依頼する。
④　現認の内容と時間帯が確定次第、訪問調査当日のスケジュールを作成し、介護事業所・

施設と調整を行う。

訪問調査では：
事前準備で絞り込まれた確認すべき内容について、記録確認、ヒアリング、現認等で確認す

る。
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第2章

STEP1：事前準備

STEP1−1 評価対象者の選定
○ 実施機関（シルバーサービス振興会）は、介護事業所・施設において外部評価の対象となる評

価者（アセッサー）及び被評価者をランダムに選定し、外部評価機関に伝達します。

○ 実施機関は、介護事業所・施設に対し、外部評価の対象となる評価者（アセッサー）及び被評
価者、並びに外部評価機関及び外部評価審査員等の情報を連絡します。

○ 外部評価機関は、実施機関から、当該評価対象者に係る「期末評価票（評価者評価用）」・
「利用者調査票」・期首登録情報を入手します（※）。

※システム（アセッサーポータル）上で閲覧が可能となります。

STEP1−2 実施スケジュールの調整、帳票等の入手
○ 外部評価機関は、実施機関が選定した評価者（アセッサー）・被評価者の評価を行うため、介

護事業所・施設と外部評価の訪問調査日を調整します。外部評価機関は原則として、実施機関か
らの評価対象者の伝達後2か月以内に訪問調査を行えるよう、スケジュールを調整します。

なお、訪問時間や訪問調査の流れについては、介護事業所・施設の実情などを踏まえつつ、外
部評価機関が設定します（詳細はSTEP1-5③参照。）。

○ 訪問調査日の調整に当たっては、被評価者が行った基本介護技術（入浴介助、食事介助、排泄
介助、移乗・移動・体位変換をいいます。以下同じ。）のうちの一部の項目について、現認によ
る確認を行う旨を説明します。

○ 介護事業所・施設は、外部評価対象となる評価者（アセッサー）・被評価者についての以下の
帳票等を、実施機関及び外部評価機関に提出します（※）。

※具体的には、介護事業所・施設は、以下の帳票等をシステム（アセッサーポータル）上にア
ップロードすることにより提出します。

なお、勤務状況のチェックは、最も基礎的なチェックになるため、以下の帳票等のうち、④に
ついては早めに提出します。

①「期末評価票（自己評価用）」
②「期首評価票」
③「介護キャリア段位面談シート」
④被評価者及び評価者（アセッサー）の勤務表、タイムカード等（被評価者や評価者（アセッ

サー）の勤務状況を示す資料）
⑤その他、外部評価機関が必要と判断し、介護事業所・施設側の提出了解が得られた資料

4．外部評価の具体的な手順
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STEP1−3　確認すべきポイントの明確化、事前評価等
介護事業所・施設への訪問調査では、短時間に多くの内容を確認する必要があることから、実施

機関及び介護事業所・施設から入手した各種帳票を外部評価審査員があらかじめ読み込み、訪問調
査において確認すべきポイントを明確にするとともに、可能な限り、事前に評価を行います。「期
末評価票（評価者評価用）」の「評価の根拠」欄に記載されているべき情報が記載されていない項
目や、記録の名称が記載されていてもその内容がわからない場合等については、介護事業所・施設
に対して補足説明を求め、確認します。

具体的な作業は、以下の①～③のとおりです。

①帳票等の読み込みを通じた事前評価、疑問点・問題点の抽出
○ まず、「期末評価票（評価者評価用）」記載の内部評価結果（評語）を、「外部評価記録票

（項目評価シート）」の「内部評価」欄に転記します。

○ 外部評価に当たっての最も基礎的な視点は、評価対象となる業務が実施された日に、実際
に被評価者と評価者（アセッサー）が職場で勤務していたのかどうかという点です（職場で
勤務していなければ、そもそも評価ができないため。）。

したがって、介護事業所・施設から、被評価者・評価者（アセッサー）の勤務状況を示す
資料（勤務表、タイムカード等）を入手し、これらの資料と「期末評価票（評価者評価用）」
の「チェック日」欄を見比べて、被評価者・評価者（アセッサー）が本当に勤務し、被評価
者が本当に介護行為等の業務を行い、評価者（アセッサー）が本当に評価を行えたのかをチ
ェックします。

○ 「期末評価票（評価者評価用）」の「評価の根拠」欄・「利用者調査票」等の帳票等を読み
込み、可能な限り、各チェック項目について、「外部評価記録票（項目評価シート）」の「事
前評価」欄に評語（Ａ、Ｂ、Ｃ、－）を記入します。

なお、評価方法が「記録確認」である等、実際の記録を確認しなければ評価できない項目
や、期末評価票等の帳票の確認だけでは判断できない項目については、「事前評価」欄は空
欄にしておきます。

○　内部評価結果と外部評価審査員の事前評価を比較します。
（ⅰ）内部評価結果と事前評価が一致するチェック項目

「事前評価」欄に記載した評語を、「確定評価」欄にも記載します。
あわせて、『「適切」と判断した根拠となる記録等』欄に、内部評価結果が適切であ

ると判断した際の根拠となった記録の名前等を記載します。例えば、「期末評価票（評
価者評価用）」の記載を読んで適切と判断した場合は、「期末評価票（評価者評価用）」
と記載します。

（ⅱ）内部評価結果と事前評価が一致しなかったチェック項目、又は、評価を判断できないチ
ェック項目

「疑問点・問題点」欄に疑問点や問題点を記載します。
※ なお、介護事業所・施設に保管された記録等を確認しなければ、一切の評価ができ

ないようなチェック項目については、「疑問点・問題点」欄を空欄にしておいても構
いません。
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第2章

○ 事前評価や疑問点・問題点の抽出に当たっては、外部評価の際の主なチェックポイント
（第3章35～60ページ）や、評価項目の詳解（「評価者（アセッサー）講習テキスト」の第
３章の2.）を参照します。

○ 適宜、「期末評価票（自己評価用）」、「期首評価票」及び「介護キャリア段位面談シー
ト」も活用しつつ、疑問点・問題点の抽出等を行います（詳細は「参考：期末評価票（評価
者評価用）以外の帳票の確認の視点（例）」（23ページ）参照。）。

また、評価者（アセッサー）が被評価者を指導・評価できる立場にあったかどうかなど、個別
の評価項目に関わらない介護事業所・施設内の内部評価体制等に関する疑問点・問題点は、外
部評価記録票（体制評価シート）に記載し、訪問調査時にヒアリング等を行うこととします。

【期末評価票（評価者評価用）】

【外部評価の評語】（内部評価と同一）
・Ａ：できる
・Ｂ：できる場合とできない場合があり、指導を要する（実施させればできるが、日

常的には実施していない場合を含む）
・Ｃ：できない
・－：実施していない（担当していない、評価期間中に実施しなかった）

※「Ｂ」の考え方
例えば、「現認」は、2回以上評価を行う（訪問介護等については、内部評価が1回であっ

ても申請は妨げない）とともに、日頃の評価も加味することとしています。このため、1回
目の内部評価では「できない」が2回目の内部評価では「できる」場合や、2回の評価では実
施できるものの、日常的に実施していない場合などは、「Ｂ」と評価することとなります。
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【参考：期末評価票（評価者評価用）以外の帳票の確認の視点（例）】

②補足説明（記録）が必要なもののリストアップと補足説明事項・文書等の提出依頼
○ 「期末評価票（評価者評価用）」の「評価の根拠」欄に記載されているべき情報が記載さ

れていない項目や、記録の名称が記載されていてもその内容がわからない場合等について
は、介護事業所・施設に対して補足説明を求めます（「補足説明事項・文書等　依頼連絡
票」（様式Ａ）（72ページ参照）を作成して依頼します。）。

ただし、個人情報に関わる資料など、訪問調査の際に、介護事業所・施設で確認するしか
ない記録等については、訪問時に確認することとします。

○ 特に、「現認」により評価を行う項目は、「期末評価票（評価者評価用）」の「評価の根
拠」欄に評価の根拠となる情報が記載されているべき項目であるとともに、訪問調査におけ
る現認の実施に当たっては、スケジュールの調整等に多大な時間を要することから、「期末
評価票（評価者評価用）」の記述が不十分な場合は、必ず補足説明を求めることとします。

③補足説明事項・文書等を通じた事前評価、疑問点・問題点等の見直し
○ 上記②で依頼した補足説明も参考にし、再度①（21ページ）の事前評価、疑問点・問題点

等の確認を行います。
ピックアップした疑問点・問題点は、訪問調査時に確認するための調査方法を明確にして

おきます。また、訪問調査の際に確認が必要な記録等をピックアップします。
これらの調査方法や記録等を、「外部評価記録票（項目評価シート）」の「訪問調査の方

法、確認事項」欄に記載します。

○ 介護事業所・施設からの補足説明を踏まえ、「外部評価記録票（項目評価シート）」に、
事前評価・疑問点・問題点を記載しておきます。さらに、訪問調査時に記録確認、ヒアリン
グ、現認のいずれかの手順により確認するかを検討します。

STEP1−4　現認確認項目の選定・連絡・調整
○ STEP1－3（確認すべきポイントの明確化、事前評価等）と並行して、基本介護技術の内部評

価結果を精査し、訪問調査の1か月前くらいまでに、現認確認項目（外部評価の際に現認により
確認をした方が良いと考えられる現認評価項目）を選定します。なお、外部評価対象の被評価者
がレベル4の者であって、大項目Ⅰ（基本介護技術の評価）が評価対象外である場合は、外部評
価の訪問調査時に現認による確認は不要です。

期末評価票（自己評価用）

期首評価票

介護キャリア段位面談シート

「期末評価票（評価者評価用）」と突合して、チェック日がずれている
項目や、評価結果が大きくずれている項目を重点的にチェックする。

「期末評価票（評価者評価用）」と突合して、全体として、評価結果が
大きくずれていないかどうかを確認する。

評価者（アセッサー）がOJT指導や評価を行い得る立場であるかどう
かを確認する。

帳票の名称 確認の視点（例）
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○　現認確認項目は、以下の基準に沿って選定します。
【現認確認項目の選定基準】

・少なくとも４個以上のチェック項目を選定する。
・「期末評価票（評価者評価用）」の「評価の根拠」欄の記載や、追加提出された記録等か

ら、「Ａ（できる）」又は「Ｂ（できる場合とできない場合があり、指導を要する）」と評
価することが適切でないと考えられるチェック項目を優先的に選定する。

・なお、外部評価の結果、内部評価結果の妥当性が低いと考えられる場合は、現認項目の数を
増加させ、適正性を慎重に検証することとする。

○ 現認確認項目を選定した後、原則として訪問調査の1か月前までに、介護事業所・施設に連絡
します（「現認確認項目選定票」（様式Ｂ）（73ページ参照）を使用して依頼します。介護事業
所・施設へは小項目単位で提示します。）。

○ 介護事業所・施設は、訪問調査日に現認可能な利用者及び現認項目を調整し、外部評価機関に
連絡します。現認の対象とする利用者は、内部評価の対象となった利用者と同一でなくとも構い
ません。ただし、現認を行う介護行為を必要とする利用者（原則として「入浴・食事・排泄のい
ずれにも介護を必要とする利用者のうち、できるだけ多くのチェック項目が評価できる者であっ
て、要介護度4程度以上の者」）を選定するように依頼します。その際、介護事業所・施設に、
現認の実施について、介護対象の利用者の同意を得てもらうよう伝達します（特に訪問介護事業
所の場合）。

○ 介護事業所・施設と調整の結果、当初選定した項目の現認ができない場合は、介護事業所・施
設の状況をヒアリングした上で、介護事業所・施設の利用者等に大きな負担をかけずに実施でき
る現認項目を探り出し、小項目1つ以上（チェック項目が3以下の小項目の場合は、小項目2つ以
上）を現認項目として選定するよう事前調整行います（可能な限り当初選定した現認項目に近い
評価項目について現認できるよう調整します。）。

STEP1−5　記録の準備の依頼等
①記録の準備の依頼

○ 帳票等の読み込みを通じて、訪問調査の際に確認が必要であると考えられた記録等をあら
かじめ用意してもらえるよう、訪問調査実施の10日以上前までに、外部評価機関から介護事業
所・施設へ依頼します（「訪問調査時に用意していただく記録」（様式C）（74ページ参照）を
使用して依頼。）。

STEP１－３②で提出された補足説明文書も当日現物を用意してもらえるよう依頼します。
速やかに確認作業が行えるように、該当箇所を開いておく、付箋を貼っておくなどの準

備・協力もお願いすると良いでしょう。
＜事前に用意してもらう記録等の例＞
・期末評価票（評価者評価用）の「評価の根拠」欄に評価の根拠として記載された記録
・評価者（アセッサー）及び被評価者の勤務状況が確認できる記録（勤務表、タイムカードなど）
・介護記録など
・ケアプラン（居宅サービス計画又は施設サービス計画）
・個別介護計画
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・事故報告書、ヒヤリハット報告書
・苦情対応の記録　等

②ヒアリング項目の整理
○ 訪問調査日に短時間で効率よく評価者（アセッサー）及び被評価者へのヒアリングを行う

ため、「外部評価記録票（項目評価シート）」や「外部評価記録票（体制評価シート）」の
記載に沿ってヒアリング事項を抜粋し、「訪問調査時ヒアリング事項」（様式D）（75ページ
参照）を作成しておくと良いでしょう。

③タイムテーブルの事前提供
○ 訪問調査を円滑かつ効率的に進めるために、訪問時のタイムテーブル案を事前に作成し、

訪問調査実施の10日以上前までに、介護事業所・施設に事前提供します。タイムテーブル案
は現認の時間帯を優先して作成します（参考資料：「外部評価訪問調査タイムスケジュー
ル」（参考様式F）（77ページ参照））。

STEP2：訪問調査

○ 訪問調査の概要は以下のとおりです。記録確認、現認、評価者（アセッサー）や被評価者への
ヒアリングの前にオリエンテーションを実施し、介護事業所・施設の概要説明を受け、可能な範
囲で介護事業所・施設を見学させてもらいます（介護事業所・施設見学は、オリエンテーション
の中ではなく、現認の前後に実施しても構いません。）。
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【訪問調査の概要】
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○ このテキストでは、記録確認、現認、ヒアリングの標準的な手順を記載します。なお、記録確
認、現認、評価者（アセッサー）または被評価者へのヒアリングの順序は、介護事業所・施設の実
情等を踏まえつつ、柔軟に決定・対応することが必要です。記録確認は、評価者（アセッサー）に
同席してもらい、記録確認に関する評価者（アセッサー）ヒアリングを同時に行うと効率的です。

STEP2−1　記録確認
○ 介護事業所・施設が用意した記録を確認し、「期末評価票（評価者評価用）」の「評価の根

拠」欄で評価の根拠とされた記録の内容を確認するとともに、「外部評価記録票（項目評価シー
ト）」で整理した確認事項について、確認を行います。記録の確認は、適宜、外部評価の際の主
なチェックポイント（第３章　35～60ページ）や「外部評価記録票（項目評価シート）」を参
照しながら実施します。

○ 記録の確認を通じて、可能な限り評価（Ａ、Ｂ、Ｃ、－）を行い、「外部評価記録票（項目評
価シート）」の「確定評価」欄に評語を記載します。記録確認を通じて、評価結果を確定できる
ときは、「確定評価」欄に評語を記載するとともに、同記録票の「訪問調査結果」欄に、評価結
果の判断理由を記載します。

一方、記録確認だけでは評価結果を確定できない場合は、記録だけで確認できない疑問点・問
題点を中心にヒアリングが必要な事項を整理します。ヒアリングが必要な事項（記録だけでは確
認できない疑問点等）については、「外部評価記録票（項目評価シート）」の「訪問調査結果」
欄及び「訪問調査時ヒアリング事項」（様式Ｄ）に加筆して整理しておきます（記録確認と同時
に評価者（アセッサー）へのヒアリングを実施できた場合は、ヒアリングにて確認した内容を
「外部評価記録票（項目評価シート）」の「訪問調査結果」欄に明記して記載します。）。

STEP2−2　現認（被評価者の介護技術の確認）
○ STEP1－4で選定、調整した現認項目について、現認によって、被評価者の介護技術を評価し

ます。

○ 現認時は、利用者等への配慮から、外部評価記録票や「評価者（アセッサー）講習テキスト」
等の持ち込みはしないようにするので、現認項目及びその前後に現認できる可能性のある評価項
目の内容は事前に覚えておくようにします。

○ 利用者等の状況により、必ずしも予定していた現認項目の確認ができない場合もありますが、
その場合は利用者等に大幅な負担をかけない可能な範囲での現認を実施します。

○ 現認終了後に、「外部評価記録票（項目評価シート）」の「訪問調査結果」欄に、現認を行っ
た際の「利用者の状態」及び「介護の内容」を記載するとともに、被評価者の行為を「A、B、
C、－」で評価し、「外部評価記録票（項目評価シート）」の「確定評価」欄に評語を記録しま
す。評価に当たっては、評価項目の詳解（「評価者（アセッサー）講習テキスト」の第3章の
2.）の記述を参考にしながら、評価を実施します。

※なお、事前評価段階で内部評価結果が適切であると判断し、「確定評価」欄に評価結果を記
入している場合は、現認の結果に応じて、記載した「確定評価」が正しいか否かを判断し、
必要に応じて、「確定評価」欄の評語を修正します。
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○ 「訪問調査補足記録票」（様式E）に現認できた内容の詳細や現認後の所見等を記載します。
また、介護事業所・施設見学で得られた情報や所見も記載します（訪問調査終了後に記載しても
可。）。

STEP2−3　評価者（アセッサー）へのヒアリング
○ 提出された帳票や記録の突合だけでは把握できなかった問題点・疑問点について、評価者（ア

セッサー）に対して直接ヒアリングを行って確認をします。

○ 具体的な作業手順は以下のとおりです。
① 下記の「評価者（アセッサー）に対する評価体制関係の確認事項」について質問を行い、

「外部評価記録票（体制評価シート）」にヒアリング内容を記載します。なお、下記以外で、
内部評価体制に疑問点・問題点等がある場合は、適宜、評価者（アセッサー）に対するヒアリ
ングを行い、その結果を「外部評価記録票（体制評価シート）」に記載します。

② 「外部評価記録票（項目評価シート）」で整理されたヒアリングすべきポイントについて、
順次質問を行います。また、ヒアリングに当たっては、外部評価の際の主なチェックポイント
（第３章　35～60ページ）を適宜参照しながら、実施します。

ヒアリングにおいて聴取した内容については、「外部評価記録票（項目評価シート）」の
「訪問調査結果」欄に記載するとともに、可能な限り評価（Ａ、Ｂ、Ｃ、－）を行い、「外部
評価記録票（項目評価シート）」の「確定評価」欄に評語を記載します。

STEP2−4　被評価者へのヒアリング
○ 評価者（アセッサー）の評価の妥当性を検討するにあたり、補完する情報を得るため、被評価

者に対してヒアリングを実施します。具体的な作業手順は以下のとおりです。

① 下記の「被評価者に対する評価体制関係の確認事項」について質問を行い、「外部評価記録
票（体制評価シート）」にヒアリング内容を記載します。なお、下記以外で、内部評価体制に
疑問点・問題点等がある場合は、適宜、被評価者に対するヒアリングを行い、その結果を「外
部評価記録票（体制評価シート）」に記載します。

② 「外部評価記録票（項目評価シート）」で整理されたヒアリングすべきポイントについて、
順次質問を行います。また、ヒアリングに当たっては、第3章「外部評価の際の主なチェック

被評価者に対する評価体制関係の確認事項

・評価者（アセッサー）と被評価者は職場でどのような関係性にあるか。
・日常業務における接点の確認（日頃の観察がどの程度できる状況にあるか）。

評価者（アセッサー）に対する評価体制関係の確認事項

・評価者（アセッサー）と被評価者は職場でどのような関係性にあるか。
・日常業務における接点確認（日頃の観察がどの程度できる状況にあるか）。
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ポイント」（35～60ページ）を適宜参照しながら、実施します。
現認した際に疑問に思った点や、その介護行為を行った理由をヒアリングしても良いでしょう。
ヒアリングにおいて聴取した内容については、「外部評価記録票（項目評価シート）」の

「訪問調査結果」欄に記載するとともに、可能な限り評価（Ａ、Ｂ、Ｃ、－）を行い、「外部
評価記録票（項目評価シート）」の「確定評価」欄に評語を記載します。

STEP2−5　まとめ
○ 外部評価記録票（項目評価シート・体制評価シート）について、記録確認・現認・ヒアリング

時に記載できなかった部分について記載します。

○ なお、可能な限り、評価対象となったすべてのチェック項目について、「確定評価」欄に確定
した評語（Ａ、Ｂ、Ｃ、－）を記載します。ただし、調査を丁寧に実施しても、1つの評語に確
定することがどうしても困難である場合（例えば、「Ａ」か「Ｃ」かで判断しかねる場合等）
は、「確定評価」欄に、「Ａ又はＣ」という形で記載を行います。

○ 可能であれば、まとめを行っている間も、評価者（アセッサー）に近くにいてもらい、確認が漏
れている項目があれば、評価者（アセッサー）へのヒアリングを追加で実施しても良いでしょう。

○ 「訪問調査補足記録票」（様式Ｅ）には、介護事業所・施設見学で得られた情報や、現認時、
評価者（アセッサー）や被評価者へのヒアリング時に、外部評価記録票（項目評価シート・体制
評価シート）に記載しない事項等で得られた情報、所見等を記載します。

○ 訪問調査日において、他のSTEPで時間が押してしまった等の場合には、本STEP（まとめ）
省略し、帰宅後に実施するようにします。

STEP3：外部評価結果のとりまとめ

STEP3−1　外部評価結果報告書等の作成
外部評価審査員は、外部評価記録票（項目評価シート・体制評価シート）（様式1）や「訪問調

査補足記録票」（様式E）に記載した記録や訪問調査の結果に基づき、外部評価結果報告書（様式
2）に最終的な外部評価結果をとりまとめます。外部評価結果報告書には、総括シートと項目評価
シートがあります。まず、項目評価シートにチェック項目ごとの外部評価結果を記載し、その結果
を総合して、総括シートに最終的な外部評価結果の総括所見を記載します。

①「外部評価結果報告書（項目評価シート）」の作成
○ まず、「外部評価結果報告書（項目評価シート）」の「内部評価結果」欄に、内部評価結

果をそのまま転記します。

○ 次に、「外部評価記録票（項目評価シート）」に記載した「確定評価」等の結果に基づ
き、「外部評価結果報告書（項目評価シート）」の「外部評価結果」欄に、チェック項目ご
とに「Ａ、Ｂ、Ｃ、－」等の評語を記載します。

なお、調査を丁寧に実施しても、1つの評語を確定することがどうしても困難である場合
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（例えば、「Ａ」か「Ｃ」で判断しかねる場合等）は、「外部評価結果報告書（項目評価シ
ート）」の「外部評価結果」欄に「Ａ又はＣ」等と記載します

○ 内部評価結果と外部評価結果が一致していないチェック項目については、「改善点・問題
点」欄にその理由を記載します。

内部評価結果と外部評価結果が一致するものの改善を要する部分があるチェック項目につ
いては、「改善点・問題点」欄に改善すべき点を記載します。

「外部評価結果」欄に、確定した評語を記載できず、「Ａ又はＣ」等と記載しているチェ
ック項目については、その理由を記載するとともに、改善すべき点等を記載します。

②「外部評価結果報告書（総括シート）」の作成
○ 外部評価対象の被評価者が認定された（申請した）レベルに対応する全てのチェック項目

について外部評価を行ったら、各チェック項目の外部評価結果を集計し、一致率を算出しま
す。具体的には、「個別外部評価結果の集計結果の記載方法」（下記）の方法で計算を行
い、それぞれ「外部評価結果報告書（総括シート）」に記載します。

【個別外部評価結果の集計結果の記載方法】
①　当該レベルにおいて評価対象となるチェック項目の総数を記載します。なお、評価対象

外のチェック項目がある場合は、評価対象外のチェック項目数は除外して計算します。
②　内部評価結果と外部評価結果が一致したチェック項目の総数を記載します。なお、評価

対象外のチェック項目がある場合は、評価対象外のチェック項目数は除外して計算しま
す。

③　一致率（②÷①）を算出し、記載します。

○ 一致率に応じて、下表のとおり、総括所見（適正、要判断、不適正）を決定し、「外部評
価結果報告書（総括シート）」に記載します。あわせて、「改善点・問題点」欄に改善点や
問題点を記載します。

○ 上記も含めて、外部評価結果の総括所見の決定方法、一致率の算定方法及び一致・不一致
の判断方法の詳細等を「外部評価結果報告書に記載する外部評価結果の総括所見の決定方
法」（31ページ)および「参考図表：チェック項目ごとの一致・不一致の事例」（32ペー
ジ）に記載していますので、これらに基づいて、総括所見の決定等を行ってください。

一致率が70％以上である場合

一致率が30％以上70％未満である場合

一致率が30％未満である場合

適正

要判断

不適正

改善点がある場合は、改善点を記載するこ
とが必要。

改善点・問題点を記載することが必要。

改善点・問題点を記載することが必要。

一致率 総括所見 「改善点・問題点」欄の記載事項
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【外部評価結果報告書に記載する外部評価結果の総括所見の決定方法】

外部評価審査員が外部評価結果報告書に記載する外部評価結果の総括所見は、一致率（当該レベル
において評価対象となる全てのチェック項目についての、内部評価結果と外部評価結果の一致率）に
基づき、下表のとおり、決定する。

1） 一致率は、「当該レベルにおいて評価対象となるチェック項目の総数」に占める「内部評価結果
と外部評価結果が一致したチェック項目の総数」の比率として算出。

2） 「一致」とは、外部評価の結果、内部評価結果と同一の判定が行えるもの。「不一致」とは、外
部評価の結果、内部評価結果と同一の判定を行うことに疑義があるもの。詳細は、次ページの事例
を参照。

3） 評価対象外であるチェック項目は、原則として、一致率の算定対象とはしない（分母にも分子に
も参入しない）。

4） 記録確認・ヒアリング・現認の結果等から、外部評価によるチェック項目判定結果が内部評価結
果と一致しているとの説明が可能であれば、当該チェック項目については「一致」と判定する。例
えば、外部評価によるチェック項目判定結果が内部評価結果と一致しているとの説明が可能である
場合に、より改善すべき点があるという理由で、「不一致」と判定することはできない。

5） 評価者（アセッサー）が日常的に被評価者を評価できる立場にないなど、内部評価体制に重大な
問題がある場合は、一致率にかかわらず、「不適正」と判断することが可能。

一致率が70%以上となる場合

一致率が30％以上70％未満となる場合

一致率が30％未満となる場合

適正

要判断

不適正

改善点がある場合は、改善点を記載するこ
とが必要。

改善点・問題点を記載することが必要。

改善点・問題点を記載することが必要。

一致率 総括所見 「改善点・問題点」欄の記載事項
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【参考図表：チェック項目ごとの一致・不一致の事例】

STEP3−2　外部評価関係書類の実施機関への提出
○ 外部評価機関は、原則として、訪問調査実施後2週間以内に、外部評価結果報告書（項目評価

シート・総括シート）及び外部評価記録票（項目評価シート・体制評価シート）並びに「訪問調
査補足記録票」を実施機関へ提出します。なお、外部評価結果報告書は清書する必要があります
が、外部評価記録票、「訪問調査補足記録票」は清書する必要はありません。

○ 外部評価結果報告書、外部評価記録票及び「訪問調査補足記録票」の提出とあわせて、必要に
応じて外部評価結果を補足する資料を提出します。

○ 実施機関は、外部評価機関から提出された外部評価結果報告書等についてSTEP4の前に事前審
査を行います。実施機関は外部評価機関に対し、質問や補足説明等を求めることがあります。こ
の場合は、外部評価機関は速やかに対応してください。

事例1

事例2

事例3

事例4

事例5

一致

不一致

不一致

不一致

一致

チェック項目①：Ａ

チェック項目①：Ａ

チェック項目①：Ａ

チェック項目①：Ａ

チェック項目①：Ａ

チェック項目①：Ａ

チェック項目①：Ｃ

チェック項目①：
Ａ又はＣ

チェック項目①：
－ 又はＣ

チェック項目①：Ａ

記録確認の結果から、明らかに「Ａ」
と判定できる。

記録確認の結果から、明らかに「Ｃ」
と判定できる。

チェック項目①は「Ａ」又は「Ｃ」のい
ずれかであると考えられるが、記録
確認・ヒアリングの結果からは、評価
結果を確定できない。

チェック項目①は「－」又は「Ｃ」のい
ずれかである可能性があるが、記録
確認・ヒアリングの結果からは、評価
結果を確定できない。

記録確認の結果、チェック項目①が 
「Ｃ」である可能性があったが、ヒア
リングの結果、「Ａ」と評価できると
判断できた。

内部評価結果 外部評価結果 判定 判断の理由
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STEP4：レベル認定委員会での審査（外部評価結果の確定）

○ レベル認定委員会は、外部評価機関から提出された外部評価結果報告書・外部評価記録票等の
記録に基づき、外部評価結果を審査し、当該介護事業所・施設における内部評価が適正に行われ
たかどうかを判断します。

○ レベル認定委員会においては、外部評価結果について、適正・条件付適正・保留・不適正のい
ずれかの判断を行います。レベル認定委員会では、外部評価審査員が作成する外部評価結果報告
書に記載する外部評価結果の総括所見を受けて判断を行いますが、その判断の目安は、次ページ
の「レベル認定委員会における外部評価結果の判断の目安」のとおりです。

レベル認定委員会における判断結果に基づき、当該介護事業所・施設におけるレベル認定の取
扱いが決定されます。外部評価結果を受けたレベル認定の取扱いについては、第1章の第3節
（12ページ）をご覧ください。

○ なお、レベル認定委員会は、必要に応じて外部評価のやり直し等を実施機関に指示することが
できます。このため、外部評価機関は、外部評価のやり直し等を実施する必要が生じる場合があ
ります。
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【レベル認定委員会における外部評価結果の判断の目安】

レベル認定委員会は、外部評価審査員や実施機関の所見等を受けて、下表の目安を参照しつつ、外
部評価結果の判断（適正、条件付適正、保留、不適正）を行う。

※１ 事後に改善が図られていないことが判明した場合は、レベル認定委員会は、是正勧告やレベル
認定の取消等の措置を講じることが可能。

※２　以後の評価の際に改善すべき点を条件として提示すること等が考えられる。
※３　改善した上で内部評価を再実施し、適正に再実施した旨の報告を求めること等が考えられる。
※４ 全てのレベル認定の取消が原則だが、レベル認定委員会の判断により、取消範囲を限定した上

で、残りのレベル認定について、追加調査等を行い、認定の是非を判断することが可能。

適正

条件付
適正

保留

不適正

外部評価結果報告
書の総括所見が 
「適正」であるこ
と。

外部評価結果報告
書 の 総 括 所見 が
「要判断」であるも
ののうち、内容や一
致率等を勘案して、
「条件付適正」と
することが適当で
あると判断される
こと。

外部評価結果報告
書 の 総 括 所見 が
「要判断」であるも
ののうち、内容や一
致率等を勘案して、
「保留」とすること
が適当であると判
断されること。

外部評価結果報告
書 の 総 括 所見 が
「不適正」である
こと。

内部評価結果を適
正と判断すること

今後、一定の事項に
ついて改善を図る
ことを条件として、
内部評価結果を適
正と判断すること

判断を保留した上
で、一定の事項につ
いて改善が図られ
た場合に、内部評
価結果を適正と判
断すること

内部評価結果を不
適正と判断するこ
と

過去1年間に当該介護事業
所・施設で行われた申請に基
づく全てのレベル認定が適正
と判断される。

一定の事項について改善を図
ることを条件として、過去１年
間に当該介護事業所・施設で
行われた申請に基づく全ての
レベル認定が適正と判断され
る※１。

一定の事項について改善が図
られた旨の報告があった場合
は、「適正」と同様の取扱い。
一定期間経過後も、改善の報
告が無い場合は、「不適正」
と同様の取扱い。

レベル認定委員会は、過去1
年間に当該介護事業所・施設
で行われた申請に基づく全て
のレベル認定を取り消すこと
ができる※４。

改善すべき点
を指導するこ
とが可能。

条件※２の明示
が必要。

改善すべき事
項※３の明示が
必要。

「不適正」と
判 断 する 理
由、及び、改善
すべき事項の
明示が必要。

定義判断 レベル認定の取扱い 判断の目安 指導等
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外部評価の際の
主なチェックポイント

第3 章





（1）チェック項目ごとの基本確認事項
○ 外部評価では、基本的には、個々のチェック項目ごとに、以下の3つの基本確認事項をチェッ

クします。
【基本確認事項】

①評価対象となる業務（介護行為等）の実施日や評価の実施日に、被評価者や評価者（アセッサ
ー）が実際に勤務しているか。

②評価対象となる業務（介護行為等）が実際に実施されているか。
③評価対象となる業務（介護行為等）が不適切な内容になっていないか。

○ 上記の基本確認事項①～③については、基本的には、以下のような方法でチェックすることが
考えられます。なお、それぞれのチェック方法の詳細については、第2節（期末評価票）（39ペ
ージ）、第3節（利用者調査票）（51ページ）及び第4節（介護事業所・施設の記録）（53ペー
ジ）で説明します。

（2）評価結果の適切性を判断する際のポイント
○ 基本確認事項のうち①及び②は、実際に勤務しているかどうか、介護行為等の業務を実施して

いるかどうかを確認するものであり、チェックは比較的容易だと考えられます。
一方、基本確認事項③（評価対象となる業務（介護行為等）が不適切な内容になっていない

か）は、介護行為等の業務内容の適切性を判断するものであり、そのチェックの難易度は、比較
的高いと考えられます。

1．外部評価実施に当たっての基本的視点

①評価対象となる業務（介護行為等）の実
施日や評価の実施日に、被評価者や評価
者（アセッサー）が実際に勤務している
か。

②評価対象となる業務（介護行為等）が実
際に実施されているか。

③評価対象となる業務（介護行為等）が不
適切な内容になっていないか。

「期末評価票（評価者評価用）」の「チェック日」欄と、
被評価者・評価者（アセッサー）の勤務表・タイムカード
等を比較する。
⇒詳細は、第2節（2）（39～40ページ）で説明。

「期末評価票（評価者評価用）」や介護事業所・施設に
おける記録の記載内容を確認し、評価対象となった業務
（介護行為等）が実施されていたかどうかを確認する。
⇒詳細は、第2節（3）（40～50ページ）
　及び第4節（53～60ページ）で説明。

「期末評価票（評価者評価用）」や「利用者調査票」、介
護事業所・施設における記録の記載内容を確認し、評価
結果が不適切な内容になっていないかどうかを確認する。
⇒詳細は、第2節（2）（39～40ページ）、
　第3節（51～52ページ）及び
　第４節（53～60ページ）で説明。

基本確認事項 基本的なチェック方法
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○ 介護行為等の業務内容の適切性の判断は、「不適切な内容になっていないかどうか」という観
点から行います。つまり、より望ましい介護行為等があったとしても、「不適切な内容であると
はいえない」ということであれば、その業務内容を適切であると評価し、評価結果は妥当である
と判断します。

○ 例えば、基本介護技術であれば、「期末評価票（評価者評価用）」に、「利用者の状態」と
「介護の内容」が記載されています。この内容を確認し、「利用者の状態」に即していない「介
護」が提供されていることが確認されれば、その介護行為は不適切であると判断されます。一
方、「利用者の状態」に即していない「介護」が提供されているとはいえないということであれ
ば、その介護行為は適切なものと判断され、評価結果も妥当であると判断されます。

○ 介護行為等の適切性は、介護事業所・施設で定めた方法に沿って実施できているかどうか、医
学的な観点に沿って実施できているかどうかという観点からも、判断することが可能だと考えら
れます。

このため、例えば、「期末評価票（評価者評価用）」の記載等からは介護行為の適切性が判断
できない、「期末評価票（評価者評価用）」の記載等からは介護行為が不適切であるように考え
られるという場合であっても、以下の点が確認されれば、その介護行為等を適切であると判断す
ることが可能だと考えられます。
・介護事業所・施設における手順書に沿って、介護行為等の業務が実施されている。
・介護行為等の記録を作成し、介護事業所・施設内で報告・周知が行われている。
・医師の診断・治療に係る指示に従って、介護行為等の業務が実施されている。

（3）外部評価様式の確認・理解
○ 外部評価の実施に当たっては、①外部評価記録票（様式1、68～69ページ）、②外部評価結果

報告書（様式2、70～71ページ）等を作成することが必要です。外部評価審査員は、これらの様
式の内容をよく確認し、何を記載しなければいけないのか十分に理解することが重要です。
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（1）期末評価票チェックの意義
○ 「期末評価票（評価者評価用）」は、レベル認定申請に当たって必ず提出しなければならない様

式であるとともに、全てのチェック項目について、チェック日・評価の根拠が記載されており、
外部評価のために必要な基礎的な情報が掲載されている帳票です。

したがって、外部評価において基本確認事項①～③の評価を行うためには、まずは、「期末評
価票（評価者評価用）」の「チェック日」欄及び「評価の根拠」欄を入念にチェックすることが
必要です。

○ 以下、（2）では「チェック日」欄の主なチェックポイントについて、（3）では「評価の根
拠」欄の主なチェックポイントについて、説明していきます。

（2）「チェック日」欄の主なチェックポイント
○ 「チェック日」欄のチェックを通じて、基本確認事項①（評価対象となる業務（介護行為等）

の実施日や評価の実施日に、被評価者や評価者（アセッサー）が実際に勤務しているか）の確認
を行います。

○　「チェック日」欄の主なチェックポイントは、次表（40ページ）のとおりです。
なお、「チェック日」欄に掲載された日に被評価者や評価者（アセッサー）が出勤しておら

ず、次表（40ページ）のチェックポイントをクリアできない場合は、原則として、当該チェック
項目については、評価結果を「－（実施していない）」と判断することになります。

2．期末評価票（評価者評価用）の主なチェックポイント
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「チェック日」欄の主なチェックポイント

＊ 勤務表・タイムカードのほか、例えば、「期末評価票（自己評価用）」など、何らかの形で、
被評価者や評価者（アセッサー）の勤務状況を把握できる資料を通じて、「チェック日」欄に実
際に職場で勤務しているかどうかをチェックします。

＊ 「状況の変化が起こった場合に現認」又は「対応すべき事態が起こった場合に現認」につい
て、被評価者が対応を行う際に評価者（アセッサー）が立ち会えず、被評価者が実際に介護行為
等を行った日付と評価者（アセッサー）が評価を行った日付が異なっている場合は、「評価の根
拠」欄に実際に介護行為等を行った日付が記載されているので、この日付と勤務表・タイムカー
ド等を見比べてチェックを行います。

（3）「評価の根拠」欄の主なチェックポイント
○ 期末評価票の「評価の根拠」欄には、内部評価の根拠が記載されているため、「評価の根拠」

欄のチェックは、非常に重要です。この「評価の根拠」欄のチェックを通じて、基本確認事項②
（評価対象となる業務（介護行為等）が実際に実施されているか）及び基本確認事項③（評価対
象となる業務（介護行為等）が不適切な内容になっていないか）をチェックします。

○ 各チェック項目の評価方法ごとに「評価の根拠」欄の主なチェックポイントを記すと、次表
（41ページ）のとおりとなります。

なお、「評価の根拠」欄には、可能な限り、多くの情報を記載することになっているため、次
表（41ページ）に記載する内容以外の情報が記載されている場合は、その情報を加味した上で、
外部評価を実施します。

○　チェック日の記述があるか。

○　被評価者の勤務表・タイムカード等をチェックした
結果、「チェック日」欄に記載された日に、被評価者が
勤務していることが確認できるか。

　　※　評価方法が「現認」、「状況の変化が起こった
場合に現認」、「対応すべき事態が起こった場
合に現認」又は「ヒアリング」であるチェック項
目についてのチェックポイント

○　評価者（アセッサー）の勤務表・タイムカード等を
チェックした結果、「チェック日」欄に記載された日に、
評価者（アセッサー）が勤務していることが確認でき
るか。

【不適切な事例】
被評価者が勤務していない日がチェック日
として記載されている。
　⇒　当該チェック項目は、「－（実施して

いない）」と判定。

【不適切な事例】
評価者（アセッサー）が勤務していない日
がチェック日として記載されている。
　⇒　当該チェック項目は、「－（実施して

いない）」と判定。

「チェック日」欄の主なチェックポイント 事例
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「評価の根拠」欄の主なチェックポイント

○　「利用者の状態」と「提供された介護
の内容」が明確に記載されているか。

○　「介護の内容」と「評価結果」が一致し
ているか。

○　2回以上、現認による評価を行ったこ
とが分かる記載になっているか。

○　記載されている「利用者の状態」と利
用者調査票の内容が不整合ではないか。

○　「利用者の状態」に即していない不適
切な「介護」が提供されていないか。

○　評価の対象となった「状況の変化」・
「対応すべき事態」及び「被評価者の対
応」の具体的内容が記載されているか。

○　「状況の変化」・「対応すべき事態」に
即していない「対応」が行われていない
か。

○　評価者（アセッサー）が立ち会えない
場合、発生した「状況の変化」及び「対応
すべき事態」を記録した文書名が記載
されているか。

○　観察した被評価者の日頃の対応内容
やヒアリング内容が具体的に記入され
ているか。　

○　観察又はヒアリングによって確認さ
れた被評価者の日頃の対応内容が、内
部評価結果と整合しているか。

○　利用者や家族からのヒアリング内容
が記入されている場合は、その内容と
内部評価結果が整合しているか。

現認

状況の変化
が起こった
場合に現認、
対応すべき
事 態 が 起
こった場合
に現認

日頃の対応
を観察

不適切な事例は、
【期末評価・1（43ページ）】を参照

不適切な事例は、
【期末評価・2（45ページ）】を参照

以下のポイントに留意。
・２回の現認の際、同一の利用者に対して
同一の介護が行われているのであれば、
適宜まとめて記載することが可能とされ
ていること。

・訪問介護等については、１回の評価でも
認定申請は妨げないとされていること。

不整合である事例は、
【期末評価・3（46ページ）】を参照。

不適切な事例・適切な事例は、
【期末評価・4（47ページ）】を参照。

⇒　必要に応じて、訪問調査等の際、評価
対象となった利用者の状態に関する記
録の提示を求め、「利用者の状態」と 
「対応内容」の整合性を確認。

⇒　訪問調査又は事前入手によって、「評
価の根拠」欄に文書名が記載された文
書を確認し、記録内容が内部評価結果
と整合しているかを確認。

評価方法 「評価の根拠」欄の主なチェックポイント 事例、訪問調査時等の対応
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○　評価の根拠となった記録の名称や被
評価者からのヒアリング内容等が具体
的に記入されているか。

○　評価の根拠として記載されているヒ
アリング内容が内部評価結果と整合し
ているか。

○　評価の根拠とした記録の名称（個別
介護計画など）が記載されているか。

○　ヒアリング内容が具体的に記入され
ているかどうか。

○　評価の参考となる記録の名称や被評
価者の対応や行動の内容が具体的に記
入されているか。

○　ヒアリング内容や被評価者の対応内
容が、内部評価結果と整合しているか。

記録確認

直近の介護
過程の記録
確認

ヒアリング

⇒　訪問調査又は事前入手によって、「評
価の根拠」欄に文書名が記載された文
書を確認し、記録内容が内部評価結果
と整合しているかを確認。

⇒　訪問調査又は事前入手によって、「評
価の根拠」欄に文書名が記載された記
録（個別介護計画など）を確認し、記録
内容が内部評価結果と整合しているか
を確認。

⇒　訪問調査又は事前入手によって、「評
価の根拠」欄に文書名が記載された文
書を確認し、記録内容が内部評価結果
と整合しているかを確認。

評価方法 「評価の根拠」欄の主なチェックポイント 事例、訪問調査時等の対応
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＜不適切な事例1＞
2．食事介助

⇒ ⑥についての「提供された介護の内容」の記述がなく、B評価の根拠が不明。

【期末評価・1】「評価の根拠」欄に記載された「利用者の状態」と「提供された介護の内容」
が不十分である例
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＜不適切な事例2＞
2．食事介助

⇒ 「利用者の状態」について、評価の際の利用者の様子をそのまま書いているだけであり、記載
が不十分（この記述では、どういう状態であるかが分からない）。また、「提供された介護の内
容」も、何をどのように提供したかが記載されていない。
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＜不適切な事例1＞
3．排泄介助

⇒ Ｂ評価（「できる場合とできない場合があり、指導を要する（実施させればできるが、日常的
には実施していない場合を含む）」）は、1回目の評価では「できない」が2回目の評価では「で
きる」場合や、2回の評価では実施できるものの、日常的には実施していない場合などが該当す
る。上記の例では、Ｂ評価とする理由が記載されておらず、Ｂ評価とすべきかどうかが判断でき
ない。

【期末評価・2】「評価の根拠」欄の「介護の内容」と「評価結果」が一致していない例
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＜不適切な事例1＞
4．移乗・移動・体位変換

⇒ 期末評価票の「評価の根拠」欄では、「利用者の状態」として「起き上がりができない」と記
述されているが、利用者調査票では、起き上がりができるとされており、記述が整合していな
い。

【期末評価・3】「評価の根拠」欄に記載されている「利用者の状態」と利用者調査票の内容
が整合していない例

※なお、全体としては、利用者の状態の記述が不十分。「～ができない。」「～といった
状態。」といった記述だけではなく、そのような状態だから、介護を提供するに当たっ
てどのような配慮が必要かといったことを第三者に伝わるように記述する必要がある。
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＜不適切な事例1＞
1．入浴介助

⇒ 利用者の希望に応じた介護を提供したと記載されているのみで、チェック項目①ができている
のかどうか判断できない。

◆ 参考：同じ評価項目で適切な事例

⇒ 自立支援の観点から、利用者がどのようなことができ、介護者は利用者のできない部分をどの
ように介助したかがよくわかる。

【期末評価・4】「評価の根拠」欄の記載において、「利用者の状態」に即した適切な「介
護」が提供されていない例
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＜不適切な事例2＞
2．食事介助

⇒ 「A」評価となっていても、認知機能に問題があり、意思疎通が困難な利用者に対し、どのよ
うな意欲のわく声かけを行い、咀嚼の確認や利用者の意向確認をどのように行ったかが、わから
ない。

◆ 参考：同じ評価項目で適切な事例

⇒ 同じ評価項目でよく書けている例。声かけや咀嚼の確認の内容が詳細に書かれている。

48



＜不適切な事例3＞
1．入浴介助

⇒ 「利用者の状態」はできるかできないかしか書かれていないため、その背景要因となる心身機
能の状況が第三者には判断できない。また、「介護の内容」も同様に行った事柄しか記載されて
いないため、利用者の状態に対して適切な介護を行ったかどうかを判断できない。
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◆ 参考：同じ評価項目で適切な事例

⇒ 利用者の状態は、背景要因を意識しながら、当該利用者の心身機能の状況が簡潔に書かれてい
る。介護の内容も、利用者の状態に対してどのように配慮していたかがよくわかる内容となって
いる。
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○ レベル認定申請に当たっては、「期末評価票（評価者評価用）」とともに、「利用者調査票」
を提出することとなっています。「利用者調査票」は、評価方法が「現認」であるチェック項目
において、評価対象となる介護行為が提供された全ての利用者分について提出することとされて
いるものです。

したがって、この「利用者調査票」のチェックを通じて、基本確認事項③（評価対象となる業
務（介護行為等）が不適切な内容になっていないか）を確認することが可能です。

○ 「利用者調査票」の主なチェックポイントは、下表のとおりです。仮に、「利用者調査票」の
記載に問題点がある場合、当該利用者を評価対象とした評価項目については、内部評価が適切に
行われていなかったものと解釈される可能性が生じます。

3．利用者調査票の主なチェックポイント

利用者が要介護４以上であるか。要介護４以上
でない場合、その理由は適切か。

「1．利用者の属性」と「2．利用者の状態」
とで記述内容が矛盾していないか。

「1．利用者の属性」「2．利用者の状態」の記
述内容が、期末評価票の「評価の根拠」欄に記
載された「利用者の状態」と不整合ではないか。
（再掲）

【記載が不十分な例】
・要介護度と認知症高齢者の日常生活自立度の
間に大きな乖離がある。

・要介護度が高いのに利用者の状態の内容に示
された介護の必要性が全般に低い。

・認知症高齢者の日常生活自立度が非該当であ
るが、利用者の状態でBPSDに関する特別な介
護を提供している。　など

【記載が不十分な例】
・利用者調査票上のデータでは一部介助を要する
者であるのに、「評価の根拠」欄上の記載で
は、全介助を要する者とされている。

主なチェックポイント 事例
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（1）評価に当たって、記録確認が必要な場合
○ 介護キャリア段位制度では、基本的には、「期末評価票（評価者評価用）」の「評価の根拠」

欄に評価の根拠を記載することにより、内部評価の客観性を確保することとしていますが、別
途、介護事業所・施設において、評価の根拠となる記録の保存が必要な項目があります。

介護事業所・施設で保存される記録を内部評価の根拠としている場合は、外部評価に当たっ
て、当該記録内容を確認することが必要です。こうした記録の確認を通じて、基本確認事項②
（評価対象となる業務（介護行為等）が実際に実施されているか）及び基本確認事項③（評価対
象となる業務（介護行為等）が不適切な内容になっていないか）をチェックします。

○ 評価方法が「記録確認」・「直近の介護過程の記録確認」とされている項目については、必
ず、評価の根拠となった記録を確認することが必要です。

○ 評価方法が「状況の変化が起こった場合に現認」・「対応すべき事態が起こった場合に現認」
とされている項目については、被評価者が対応を行う際に評価者（アセッサー）が立ち会える場
合は、現場を確認して評価を行います。この場合には、評価者（アセッサー）は、期末評価票の
「評価の根拠」欄に、評価の対象となった「対応すべき事態」・「状況の変化」や被評価者の対
応の具体的な内容を記入することとなりますので、介護事業所・施設に、発生した状況変化・事
態を記録した文書を別途保存する必要はありません（ただし、評価対象となった利用者の状態を
示せるような記録は残しておく必要があります。）。

一方、被評価者が対応を行う際に評価者（アセッサー）が立ち会えない場合は、評価の対象と
なった「対応すべき事態」・「状況の変化」及び被評価者の対応の具体的内容を記載した記録の
保存が必要であり、外部評価に際して、当該記録を確認することになります。

○ 上記以外の評価方法を主とする評価項目（「現認」・「日頃の対応を確認」・「ヒアリング」）
においても、補足的に、内部評価に際して、記録確認を行っている場合があります。この場合
は、外部評価に際して、当該記録を確認することになります。

（2）記録確認の対象となる記録の考え方
○ 介護キャリア段位制度においては、介護事業所・施設に対して、外部評価の際に必要となる各

種帳票等（期首評価票、面談シート、期末評価票、その他評価に際して作成した記録や評価に用
いた記録等）を、介護事業所・施設内でレベル認定申請から2年間保存することを義務付けてい
ます。介護事業所・施設内で保存する記録は、外部評価審査員に対して評価の根拠を提示できる
資料であれば、どのような記録でも構わないこととなっています。

○ 保存する記録としては、介護保険法の指定基準で定められている記録（※）、介護行為等の実
施に当たって介護事業所・施設で通常作成している記録、介護キャリア段位制度における評価の
実施のために作成した記録（被評価者や評価者（アセッサー）が作成したメモ等）等が考えられ
ます。外部評価審査員は、介護事業所・施設が保存するこれらの記録を確認することにより、外
部評価を実施します。

4．記録確認を行う場合の参照記録例
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※ 介護保険法の指定基準では、①提供したサービス内容等の記録、②苦情内容等の記録、③事故
状況・処置の記録等を整備し、2年間保存することが定められています。これらの記録は、各介
護事業所・施設において、さまざまな名称が付されています。

また、訪問介護・通所介護・認知症対応型共同生活介護等では個別介護計画を、介護老人福祉
施設・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護等では身体拘束に関する状況・理由等に関
する記録を、それぞれ2年間保存することが定められています。

〔例１：訪問介護〕
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37

号）〕
（記録の整備）
第三十九条　指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整
備しておかなければならない。�

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲
げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。�
一　訪問介護計画�
二　第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録�
三　第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録�
四　第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録�
五　第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録

〔例２：介護老人福祉施設（特養）〕
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）
（記録の整備）�
第三十七条　指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備し
ておかなければならない。�

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関す
る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならな
い。�
一　施設サービス計画�
二　第八条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録�
三　第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録�
四　第二十条に規定する市町村への通知に係る記録�
五　第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録�
六　第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録
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介護キャリア段位制度と
介護サービスの質の評価

補論





介護キャリア段位制度は、介護サービスの質の向上に資する制度として期待されています。こ
の補論では、介護キャリア段位制度と介護サービスの質の向上の関係について解説します。

（1）介護サービスの質の評価
○ 介護保険法第１条（目的）1 にあるとおり、介護サービスは、要介護者等が、尊厳を保持し、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするために、提供されるもので
す。したがって、提供される介護サービスは、こうした目的に合致するよう、一定の質が確保さ
れる必要があります。

しかしながら、現状の実際に提供されている介護サービスの質には、大きな開きがあると言わ
れています。

○ 通常、介護等の対人援助サービスは、その質を評価することが難しいと言われています。なぜ
なら、物と比較するとサービスは無形であり、その生産と受け渡しが一瞬で終わってしまうとい
う同時性があるからです 2。

例えば、サービスの成果を示すと考えられている顧客満足度は、評価の客観性や再現性が低
く、信頼できる評価指標としては疑問視されてきました。言い換えれば、介護サービスも、顧客
である高齢者や家族にとっては、自らが望むことを全てやってもらえる事業者であった方が、そ
の満足度は高くなる傾向があります。

一方、利用者の自立を支援するため、あるいは要介護度を悪化させないため、あえて高齢者に
負荷をかけ、日常生活訓練等を行う介護サービス計画を提案する介護支援専門員に対する顧客満
足度は、概して低いことが知られています。

これは、利用者や家族等の顧客が自立を期待しておらず、当面の安楽を優先している場合に起
こる問題です。このように、顧客満足度という尺度には、多面的な側面があり、結果の解釈に
は、慎重さが必要であると考えられています 3。

それでは、同時性がある介護サービスにおいて、どのようにして、質の評価を行えば良いので
しょうか。

○ 一般的に、ケアの質の評価については、構造（ストラクチャー）・経過（プロセス）・成果
（アウトカム）の3階層の評価がすべて必要であると考えられています。言い換えれば、第1に、
そのケアは、どのようなケアシステムの構造によって提供されるかを評価すること、第2に、実
際に、どのようなケアが、どのような場面で、どのくらい提供されていたかを評価すること、第
3に、その結果として、利用者には、どういった成果が得られたかを評価することによっての
み、ケアの質は評価できると考えられています4。
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１　介護保険法（平成9年法律第123号）第1条（目的）この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する
疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他
の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に
基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及
び福祉の増進を図ることを目的とする。

２　筒井孝子「介護サービス論」（有斐閣、2001年）P35
３　筒井孝子「介護サービス論」（有斐閣、2001年）P35〜36、「介護プロフェッショナルキャリア段位制度

評価者（アセッサー）講習テキスト」（平成25年度版）P90〜91
４　筒井孝子「介護サービス論」（有斐閣、2001年）P53〜54
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○ 構造（ストラクチャー）指標は、ケアを提供するシステムの構造に関わる指標であり、例え
ば、サービス利用者数に対する提供者数（人員配置）や施設・設備基準などが挙げられます。現
在の日本では、この構造（ストラクチャー）指標が主となっていますが、この評価だけでは、質
の評価に十分に資さないとの指摘がなされています5。

○ また、経過（プロセス）指標は、提供されたケアの行為自体を評価する指標です。サービス
は、生産と受け渡しが一瞬で終わってしまうという同時性があるため、提供された介護行為自体
を評価する経過（プロセス）指標は、最も重要な指標であると考えられています。また、提供さ
れた介護行為を評価するということは、介護行為を提供する介護職員の職業能力の評価にもつな
がるものであり、こうした観点からも、重要な指標と考えられます。しかしながら、現段階で
は、有効な指標が確立されていないとされています。

○ さらに、成果（アウトカム）指標は、サービスの結果、利用者が得た成果に関する指標であ
り、具体例としては、要介護度の改善率、転倒等の事故発生率、合併症発生率等が挙げられま
す。米国では、この成果（アウトカム）評価が重視されていますが、この評価に偏重すると、成
果が出やすい高齢者だけにサービスを提供する等の弊害が発生するとの指摘があります6。

（2）介護サービスの経過（プロセス）評価
○ 以上のように介護サービスの質の評価に当たっては、経過（プロセス）指標が最も重要と言わ

れていますが、これまで、有効な指標が確立されていないとされてきました。ここでは、介護サ
ービスの経過（プロセス）評価の在り方について、考えてみます。

○ 介護サービスの経過（プロセス）を評価するということは、介護職員が行った介護行為自体が
適切であったかどうかを評価することになります。それでは、行われた介護行為が適切であった
かどうかは、どのように判断すれば良いのでしょうか。

○ （1）で述べたように、介護サービスは、要介護者等の自立した日常生活支援のために提供され
るものであり、それぞれの利用者にとって効果のあるサービスが提供される必要があります。つ
まり、利用者の状態はそれぞれ異なっており、支援の必要度も利用者ごとに異なっていることか
ら、個々の利用者の状態に応じて提供される介護行為こそが、適切な介護行為であると言えま
す。

○ あわせて、サービスの質の評価に当たっては、客観性を確保することが必要であり、第三者に
よる評価が必要です。つまり、介護サービスの経過（プロセス）評価を実施するためには、「利
用者の状態に応じた適切な介護行為が提供されたかどうか」を第三者が客観的に検証できなけれ
ばいけません。

64

５　社会保障審議会介護給付費分科会「平成21年度介護報酬改定に関する審議報告」（2008年12月12日）、地
域包括ケア研究会「地域包括ケア研究会報告書〜今後の検討のための論点整理〜」（平成20年度老人保健健
康増進等事業、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）

６　地域包括ケア研究会「地域包括ケア研究会報告書〜今後の検討のための論点整理〜」（平成20年度老人保健
健康増進等事業、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）



○ なお、介護サービスの経過（プロセス）を評価し、利用者の状態に応じた介護行為が実施され
たかどうかを評価するということは、介護職員が望ましい介護サービスを提供できたかどうかを
評価することと同様であり、介護職員の職業能力を評価することにもつながります。

（3）介護キャリア段位制度による経過（プロセス）の評価
○ 介護キャリア段位制度では、介護職員の「できる（実践的スキル）」を評価するため、評価者

（アセッサー）が、「利用者の状態」に応じた「介護行為」が提供されているかどうかを内部評
価し、評価票に記録します。

そして、「利用者の状態」と「介護行為」が評価票等に記録されることにより、第三者である
外部評価審査員が、「利用者の状態」に応じた「介護行為」が提供されたかどうかを、客観的に
検証することを可能にしています。

○ この仕組みを採用したことにより、介護キャリア段位制度は、提供された介護サービスの経過
（プロセス）を第三者が客観的に評価できる仕組みとなりました。このため、以下の地域包括ケ
ア研究会の報告書等にあるように、介護キャリア段位制度の導入によって、介護サービスの質の
向上が大いに期待されているところです。

○ このように介護キャリア段位制度の外部評価は、介護サービスの質の評価の本格的な実施につ
ながる仕組みであり、今後の介護の発展にとって、非常に大きな意義を有していると言えます。
外部評価審査員は、こうした意義を十分認識しつつ、審査業務を実施することが望まれます。

※＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点（抄）
（平成24年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）、平成25年3
月、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）

第二部　地域包括ケアシステムを構築するために
1．地域包括ケアシステムにおいて諸主体が取り組むべき方向
■介護事業者
＜介護サービスの質の評価のあり方＞ 
○ それぞれの介護サービスが地域包括ケアシステムの中で、十分に機能するためには、各サービ

スの提供が、一定水準以上の品質で提供されていることが必須となる。しかしながら、現状、実
際に提供されているサービスの質には大きな開きがあるのではないだろうか。

○ サービスの質を向上させ、その格差を小さくするためには、各事業所がサービスの担い手であ
る職員の職務遂行能力を自ら客観的に認識することが前提となる。職業能力評価の手法として、
たとえば、内閣府で実施されている「キャリア段位制度」は、従来の介護福祉士や介護職員初任
者研修が介護職の「知識」を中心に評価してきたのに対し、介護職の「実践的スキル」を重点的
に評価することが可能な仕組みとなっている。今後は、安全かつ適切な技術の提供の観点から
も、こうした職業能力評価を介護の現場に普及させていくことが必要ではないだろうか。

○ 従来、介護報酬においては、ストラクチャー評価としての体制加算を中心に評価されてきた
が、今後は、こうした職業能力評価の実施状況などを踏まえながら、プロセスに着眼した評価の
導入について検討を開始すべきではないだろうか。
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様式1：外部評価記録票（イメージ）

外部評価様式
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様式2：外部評価結果報告書（イメージ）



71

資料編
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様式A：補足説明事項・文書等　依頼連絡票
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資料編

様式B：現認確認項目選定票
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様式C：訪問調査時に用意していただく記録
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様式D：訪問調査時ヒアリンク事゙項
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様式E：訪問調査補足記録票
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参考様式F：外部評価訪問調査タイムスケジュール
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資料編

記録様式例１：ケース記録（状態変化等記録）

参考資料：介護事業所・施設の記録の様式例
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記録様式例２：相談・苦情受付書 



81

資料編



82

記録様式例３：アセスメント票
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記録様式例４：ヒヤリハット報告書
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記録様式例５：事故報告書
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記録様式例６：サービス提供状況等報告書
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記録様式例７：退所前連携書
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記録様式例８：利用者状況報告書
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記録様式例９：育成計画




